
                                       

       ≪ 岐阜県看護協会 研究倫理審査フローチャート≫ 

   

※必要様式を岐阜県看護協会の HP からダウンロード                        

                                                               ※申請チェックリストで記入漏れをチェック(事例・実践報告は不要) 

                                               ※簡易書留で看護協会へ郵送 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

    A に該当               B に該当          C に該当         
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公益社団法人岐阜県看護協会 研究倫理委員会 

承 認 不 承 認 非 該 当 

再審査申立書（通知書交付から 30 日以内）様式３ 

再審査へ 

 終了・中止報告書(様式５) 経過報告書(様式６) 

停 止 

止 

中 止 

申請者:研究倫理審査申請書(様式 1) 

「岐阜県看護協会 研究倫理委員会」事務局 

      （看護教育課） 

【研究倫理委員会の委員による事前審査】 

A. 研究であって迅速審査（本協会倫理委員会規定第 9 条第 1項）の要件に該当するもの 

B. A に該当しないもの、あるいは侵襲性の高い研究であると委員会が判断したもの 

C. 過去に承認された計画で、対象者に与えるリスクが増加しない軽微な変更の要件を満たすもの（変更手続き） 

D. 事例報告・実践報告を予定し、迅速審査（本協会倫理委員会規定第 9 条第 1 項）の要件に該当するもの 

  迅速審査 
研究倫理委員会開催 

による審査 

   ２回/年 

 

研究倫理委員会による結果の判定 

   （承認/不承認/非該当） 

変更の承認/不承認 

看護協会会長による決定・通知書（様式２） 

＜承認/不承認/非該当＞ 

不承認 

研究の開始 

会員の所属機関長の許可 

D に該当 

迅速審査 迅速審査 

報告 

Dについては、承認後、

発表・公表を速やかに

行い、終了報告を提出 

※ 上記の Aから D のいずれかに該当し、多機関で共同研究等を行う場合は各機関の研究責任者は、自機

関の長から実施許可を得ること。報告事項がある場合も報告すること。 


